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１．合同チームの合計人数を２０名以下とし、合同となる学校数に上限は設けない。 

２．合同チームで出場した学校は単独での出場は出来ないものとする。 

３．合同チームの出場は意図的な選抜チームの編成を防止する為に各ブロック理事会で承認する。 

４．大会参加についてはそれぞれのチーム顧問が引率し、チーム顧問の中から監督を選出する。 

５．合同チームの名称はいずれかの学校名とし、母体となるチームのユニフォームを着用しなけれ

ばならない。 

６．ユニフォームは正・副を用意する。 

 


